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道 路 標 識 設 置 工 事

第１章 共通事項

１ 適用範囲

この仕様書（仕様図面を含む）は、岡山県公安委員会所掌の道路標識工事（以下「工

事」という ）の施工の適正を期すために、監督員及び請負者が遵守しなければならな。

い工事の仕様を示すものである。

ただし、各工事ごとに規定される特記仕様書（以下「特記仕様書」という ）が付加。

された事項についてはこの限りでない。また、仕様書、特記仕様書及び図面（以下「設

計図書」という ）に定めのない事項については「岡山県土木工事共通仕様書 「道路。 」、

標識設置基準・同解説 「交通規制基準」によること。」、

２ 監督員

(1) 監督員の権限は、岡山県工事執行規則第１６条第３項に規定した事項である。

(2) 工事は、契約書及び設計図書によるほか監督員の指示に従い施工すること。

なお、仕様書中の承認事項については、監督員の承認を受けること。

３ 設計図書の照査、現場立会

(1) 請負者は施工前に設計図書の照査を行い、その内容に疑義を生じた場合は速やか

に監督員と協議し、指示を受けること。

なお、協議に当たっては事前に現場調査写真を撮影の上、提出すること。また、標

識板を電柱に新設及び増設共架するもの（既設共架の更新分を除く ）については、。

調査時に電柱の全景及び電柱番号の写真を撮影の上、工事着手前に提出すること。

(2) 請負者は、施工に先立って監督員及び監督員が指定する所轄警察署の担当員（以

「 」 。） 、 。下 監督員等 という に連絡をとり 施工位置等の現場説明を確実に受けること

また、道路使用許可申請書の提出・施工に必要な準備を確実に行い、施工日が決定

すれば所轄警察署の担当員へ事前連絡すること。

(3) 監督検査（中間検査等）

低入札価格調査対象工事であり、当該工事が低入札価格工事となった場合、請負

者は当該工事及びその他岡山県発注の手持ち工事において、主要資材の確認及び不可

視部分等の検査を発注者が必要と認める時点で受けなければならない。

４ 実施工程表

(1) 請負者は、契約書に基づく実施工程表を監督員に提出すること。

(2) 現行の実施工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度変更実施

工程表を提出すること。

５ 材料

(1) 工事材料使用承諾書の提出

工事に使用する材料は、設計図書によることとし、工事材料使用承諾書を監督員

に提出し承諾を得ること。

なお、設計図書に規定されていない材料（材質）については「日本産業規格(ＪＩＳ)｣

又はこれに準ずる規格に適合するものとし、製作または施工前に承認図を提出し監督

員の承認を受けること。

(2) 「岡山県エコ製品」認定製品の使用
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本工事で使用する再生加熱アスファルト合材、再生骨材等（再生砕石、再生砂、

再生割栗石）については 「岡山県エコ製品」認定製品を使用すること。、

６ 材料の検査及び試験

(1) 材料の検査

ア 材料種別ごとに監督員の検査を受けること。

イ 検査は抽出検査とする。ただし、監督員が特に必要と認め指示する材料について

は全数検査とする。

ウ 現場搬入時の検査に合格した材料であっても、使用時において、監督員が変質又

は不良品と疑問を持つ材料は試験を行い、合格したものでなければ使用することが

できない。この場合において、使用不能となった材料は速やかに交換の処置を講じ

ること。

(2) 材料の試験

ア 設計図書及び監督員の指示する工事材料については、設計図書及び監督員の指示

する方法により試験を行うこと。

イ 試験の結果その成績が規定の基準に達しないため、監督員が不合格と認めた材料

は使用してはならない。

(3) 検査等の費用

この検査等に要する一切の費用は請負者の負担とする。

７ 施工

(1) 施工は、契約書及び設計図書に従って入念に行うこと。

(2) 施工箇所の状況が工事設計の内容と異なる場合などの際は、自己判断で施工する

ことなく、監督員等に連絡をとり、その指示を受けること。

(3) 施工に際し、付近住民あるいは道路管理者等から建柱場所、方法等について異議

の申し出があった場合は、直ちに工事を中断し、監督員等に連絡をとり、その指示を

受けること。

(4) 施工箇所付近の店舗等の営業等に支障になる可能性がある場合は、必ず事前に連

絡を取りトラブルの無いよう努めること。

(5) 監督員等が特に必要と認め、施工日時を指定して施工を命じた場合は、それに従

い施工すること。

(6) 官民境界付近に設置する場合は標識板の一部であっても民地に（上空を含む）入る

ことのないよう注意すること。

(7) 道路管理者施工工事、信号機設置工事など関連工事の施工内容・時期等との調整が

、 、 。必要な施工については 関連業者等関係者との連携を密にし 調整を十分に行うこと

８ 保証期間

(1) 反射シートは、プリズム素子を使用した広角プリズム型又はそれと同等以上の性

、 。 、 、能を有し かつ監督員の承認を受けたものとする 保証期間は１０年間とし この間

、 、 。屋外にさらされても著しい色の変化 ひび割れ はく離等を生じないものであること

また、保証期間中は当初の反射輝度の５０％以上の性能を有するものでなければ

ならない。請負者の責任によるはく離、ひび割れ、退色等を生じたときは速やかに無

償で取り替えるものとする。

(2) 鋼管柱及び共架金具等の保証期間は、その材料承認時に提出している保証書の保

。 、 、証期間とする なお 高張力炭素鋼鋼管柱の腐食耐用年数としての保証期間は１０年

溶融亜鉛メッキ塗装製品の腐食耐用年数としての保証期間は１０年とする。

(3) 工事終了後２年以内に、災害、その他人為的事故による損傷を除き、材料構成部
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材の不良あるいは工事不良に起因すると認められる瑕疵があった場合は、請負者は速

やかに無償で補修するものとする。

９ 工事報告

(1) 進捗状況の報告

請負者は、工事の着手、完了及び発注者から求められた時点の進捗状況を監督員等

に報告するものとする。

(2) 施工体制台帳等の提出

下請契約を締結する場合は、下請金額に関わらず、施工体制台帳等を監督員に提出

すること。

10 設計図書の変更等

(1) 設計図書の変更とは、入札時の設計書及び設計図書を、発注者が請負者に対して

行った工事の変更指示に基づき修正することをいう。

(2) 請負者は、設計図書の照査結果を図面の対比図等監督員が確認できる資料として

整理し、監督員が指示する期日までに提出しなければならない。

11 安全訓練

(1) 請負者は、現場における安全訓練として、労働安全衛生法に基づく日々の安全教

育を実施すること。

(2) 請負者は、すべての作業員を対象に毎月１回、半日以上の頻度で工事現場に即し

た安全訓練を実施すること。

(3) 安全訓練の実施時期については、実施工程表に記載すること。

12 工事現場管理

(1) 工事現場管理は別に示す「交通安全施設工事に伴う交通事故等防止措置要領」に

よること。

(2) 請負者は、工事の実施に影響を及ぼす事故、人命に損傷を生じた事故又は第三者

に損害を与えた事故が発生したときは、遅滞なく監督員に報告するとともに、別に定

める工事事故報告書を監督員が指定する期日までに監督員に提出しなければならな

い。

13 跡片付け

(1) 請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、

残骸及び各種の仮設物を片付け、撤去し、工事現場及び工事に係る部分を清掃し、か

つ整然とした状態にするものとする。

(2) 工事施工に伴う既存施設の撤去材等は適切に処理すること。

（ 、「 」 。）14 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 以下 建設リサイクル法 という

について

岡山県警察が発注する工事で、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄

から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材）を使用し、又は特定建設資

材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材）が発生

「 （ 「 」 。）」 、する工事全てを 建設リサイクル推進工事 以下 推進工事 という と位置づけ
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政令第２条第１項の規定による建設工事の規模に関する基準を満たさない工事につい

ても、建設リサイクル法の規定を準用する （但し、罰則規定は除く）。

(1) 「推進工事」に該当する工事においては、建設リサイクル法の適用に関する記載内

容（分別解体等の方法・解体工事に要する費用・再資源化等をするための施設の名

称及び所在地・再資源化等に要する費用 等については 契約書を提出する前に 通） 、 、「

知に係る事前説明事項」を監督員に提出し協議すること。

(2) 上記（１）の再資源化等に要する費用について「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（以下 「廃棄物処理法」という 」上の収集運搬業、処分業に特定建設資材廃、 。）

棄物の運搬、処理を委託する場合は委託する業者の見積書を提出すること。

(3) 「推進工事」に該当する工事においては、建設リサイクル推進工事ステッカーを

各現場の「建設業の許可票」や「解体工事業者登録票」を掲示した工事看板など、

公衆が見やすい場所に貼付すること。

(4) 「推進工事」に該当する工事においては 「通知」が行われるまで工事着手しては、

ならない。

(5) 契約時に建設リサイクル法の「推進工事」外であったが、工事着手後現場条件等

により「推進工事」となる場合は、監督員と速やかに協議し 「通知」が行われるま、

で当該工事に着手してはならない。

(6) 「推進工事」に該当する工事において、契約時に記載した再資源化施設と異なる

、 。施設で再資源化等を行う際には 事前に監督員に報告し協議を行い承認されること

(7) 「推進工事」における特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとき、再資源

化等報告書及びセンサス（建設副産物実態調査）の様式（総量調査表、再生資源利

用実施書、再生資源利用促進実施書）を監督員に提出すること。

(8) 建設副産物について

請負者は、建設副産物の発生量・処理状況及び再生資材等の利用状況把握に資す

るために 「建設副産物実態調査（センサス 」による搬出先調査の調書を作成する、 ）

こととする。対象工事は、建設副産物の有無及び搬入資材の有無に関わらず、最終

請負代金額１００万円以上の全ての工事とし、調書の作成については、工事完成後

「 （ 、 ）」 、調査データを 建設副産物情報交換システム ＣＯＢＲＩＳ コブリス に入力し

監督員の確認を受け、監督員から同システムによる「確認済みマーク」の付与を受

けるものとする。

※コブリスについての詳細は、下記ＵＲＬにより確認のこと。

（（ ） 、 ）http://www.recycle.jacic.or.jp/ 一財 JACIC内 建設副産物情報センター

15 工事カルテの作成・登録

、 、請負者は 受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報

として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内

に、登録内容の変更時は変更のあった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１０日

以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。

また （一財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届、
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いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。ただし、変更時と完

成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

16 関係法令等の遵守

工事の施工に当たっては、関係法令、規則、条例等を遵守すること。

17 関係官公署等への手続

(1) 工事施工のため必要な関係官公署等に対する諸手続は契約後請負者において速や

かに処理すること。

(2) 関係官公署等に対して交渉を要するとき又は関係官公署等から交渉を受けたとき

は、遅滞なくその旨を監督員に申し出て協議すること。

18 地下埋設物等に対する措置

請負者は、施工前に既設の電気工作物、給水管、ガス管等の地下埋設物の有無を確か

め、地下埋設物がある場合は監督員及び当該物件の管理者の立会を求めるなど損傷しな

いよう措置すること。

なお、地下埋設物等に損害を与えた場合は、一切の責任を請負者の負担とする。

19 提出書類

(1) 工事記録写真は、別紙「写真管理基準」によること。

(2) 出来形管理資料として、成果表、工事出来形管理表（別紙「工事出来形管理表」

を参照）及び部材集計表（別紙「部材集計表（記載例 」を参照）を作成の上、提出）

すること。

なお、成果表には道路標識の設置年月日を記載すること。

(3) 交通誘導を自社で行った場合又は警備業者に行わせた場合においては、別紙「交通

誘導警備員集計表」を作成の上、提出すること。

また、夜間施工や誘導員の増員について、事前に監督員と協議すること。

(4) その他の書類については、監督員の指示する時期及び様式によること。

20 工事の引き渡し

工事の引き渡しは、しゅん工検査に合格した時をもってなされたものとする。

21 標識管理番号票等の貼り付け

第６章「道路標識管理番号票」により貼り付けること。
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第２章 路側式道路標識設置工事

１ 適用範囲

道路標識の製作及び設置は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和３５

年総理府・建設省令第３号）(以下「命令」という。)」の定めるところによるほか、契

約書及び設計図書に基づいて入念に製作し、設置しなければならない。

２ 種類及び様式

本標識板（以下「本板」という ）及び補助標識板（以下「補助板」という ）の種。 。

類及び様式は命令に定めるとおりとし、鋼管柱、共架金具等は命令に定めるほか、設計

図書のとおりとする。

３ 材料

(1) 材質及び加工

ア 本板及び補助板

(ｱ) 基板材質は厚さ1.0mmのJIS H 4000－A5052P（耐蝕アルミニウム合金板）に合

格したものとし、補強材はJIS H 4100－A6063S（耐蝕アルミニウム合金押出形

材）に合格したものとする。

(ｲ) 標識板は縁の部分をカールさせて裏面に補強材をスポット溶接（電気溶接）

で強固に取り付けるものとする。この場合、標識板の表面に「歪み 「割れ」等」

のできないように入念に仕上げること。

(ｳ) 標識板の寸法は命令又は別に定めのない場合は次のとおりとする。

ａ 縮小板の大きさは本板の２／３倍とする。

ｂ 補助板

種 類 寸 法（㎜） 用 い 方

１ 型 １８０×６００ １段表示（矢印）の場合

２ 型 ２２０×６００ １段表示（文字・数字）の場合

３ 型 ３２０×６００ ２段表示の場合

４ 型 ４４０×６００ ３段表示の場合

５ 型 ６００×６００ ４段表示の場合

５ 型 φ４００ 終り（５０７－Ｃ）

種 類 寸 法（㎜） 用 い 方

1- 2型 １２０×４００ １段表示（矢印）の場合

2- 2型 １５０×４００ １段表示（文字・数字）の場合

3- 2型 ２２０×４００ ２段表示の場合

4- 2型 ３００×４００ ３段表示の場合

（ ）(ｴ) 標識板の取付バンドはJIS H 4100－A6063S 耐蝕アルミニウム合金押出形材

を使用すること。

(ｵ) ボルトナット類はJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材SS400）の規格に適合した

ものを使用すること。
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イ 反射シート

(ｱ) 反射シートは、プリズム素子を使用した広角プリズム型反射シート又はそれ

と同等以上の性能を有するもので監督員の承認を受けたものを使用すること。

(ｲ) 反射区分は原則として本板・補助板とも広角プリズム型とし、いずれも全面

反射とする。

(ｳ) 加工方法については、次の工程によること。

ａ 印刷・・・標識板の文字等は印刷によるものとし、シルクスクリーンプロ

セス法により、反射シート用透明インクを使用して、指定の図柄、文字、記号

等をにじみ、むら、ずれ等がないように印刷すること。

ｂ 貼り付け・・・印刷された反射シートを完全に脱脂エッヂング処理してあ

る基板に、位置ずれ、歪み、しわ、ふくれ等がないように真空加熱圧着機によ

り貼り付けること。

ｃ 仕上げ・・・貼り付け完了後、反射シート製造業者指定のクリヤースプレ

ー又はロールコーティング法により塗装し十分乾燥させること。ただし、反射

材塗料の耐久性が保証期間を満たす場合はこの限りでない。

（ ） 、 。(ｴ) 広角プリズム型反射シート フルキューブ の色彩は 次の基準によること

Ｙ値の限界(％)
色度座標の範囲

色 １ ２ ３ ４

ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ 上限 下限

白 0.303 0.300 0.368 0.366 0.340 0.393 0.274 0.329 － 38

赤 0.500 0.353 0.600 0.280 0.720 0.280 0.631 0.369 15 3

青 0.140 0.035 0.244 0.210 0.190 0.255 0.065 0.216 10 1

淡黄 0.350 0.330 0.490 0.410 0.400 0.500 0.295 0.385 85 50

注）試験および測定の方法はJIS Z 9117によるもので、色度図上の４点を

結ぶ枠内の色を指定するものとする。

(ｵ) 広角プリズム型反射シートの反射性能は、次に定める値以上であること。

観測角 入射角 白 赤/蛍光赤 青

5° 550 75 50
12’

30° 230 45 15

5° 400 50 30
20’

30° 160 20 10

5° 300 45 30
30’

30° 160 20 12

5° 120 14 5
1°

30° 50 8 2.5
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ウ 鋼管柱

(ｱ) 鋼管柱に使用する材料は別に定めのない場合は、ＪＩＳ規格を超える高強度

鋼管（高張力炭素鋼鋼管）又はJIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管STK400）の規

格に適合したものを使用すること。

柱の長さ、外径、肉厚等は次のとおりとする。

柱種別 外径(㎜) 厚さ(㎜) 種類

3.5ｍ柱 φ60.5 2.0 STX700

4.2ｍ柱 φ60.5 2.0 STX700

4.5ｍ柱 φ76.3 2.8 STX700

5.2ｍ柱 φ76.3 2.8 STX700

※ 3.5m柱、4.2m柱には外径φ76.3mm、厚さ3.2mm、種類STK400を使用して

差支えない。その場合は、事前に監督員の許可を得ること。

(ｲ) 鋼管柱の曲げ加工はベンター等を使用し、歪み、しわ等の生じないように仕

上げることとし、加工については仕様図面のとおりとすること。

(ｳ) 鋼管柱及び副支柱の上端にはＪＩＳ規格に適合したアルミキャップを取り付

けること。

エ 共架金具及び腕支柱、副支柱

(ｱ) 共架金具に使用する材料はJIS G3101（一般構造用圧延鋼材SS400）に合格し

たものとし、加工については仕様図面のとおりとする。

(ｲ) 腕支柱及び副支柱に使用する材料はJIS H 4100-A6061S（耐蝕アルミニウム合

金押出形材）に合格したものとし、加工については仕様図面のとおりとする。

(2) 塗装

ア 鋼管柱

鋼管柱は、静電粉体焼付塗装とし、次の工程によること。

(ｱ) 鋼管柱は、完全に脱脂、除錆をした後、溶融亜鉛メッキ（JIS H 8641－１種

膜厚20μ（ミクロン）以上）を施し、静電粉体自動塗装機により、樹脂系塗料

（粉体）を均一に塗装し、５分以内に焼付炉で焼付を行うこと。

(ｲ) 地際部には、上記工程を経た鋼管柱に構造物用さび止めペイントを仕様図面

のとおり施すこと。色相にあってはグレー色とし、指定色塗装の柱には別途色

相を指示する。

(ｳ) 製品は、次の各事項を充足したものであること。

外観 … 塗装むら、ふくれ、ピンホール等がなく艶のあること。

膜厚 … 65μ（ミクロン）以上であること。

密着度… 碁盤目試験法により、10㎜四方で95／100以上であること。

イ 共架金具

、 、 （ ） 。完全に脱脂 除錆をした後 溶融亜鉛メッキ JIS H 8641－２種45 を施すこと
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４ 施工

(1) 基礎工事

ア 掘削

(ｱ) 道路の掘削は、仕様図面の基礎詳細図のとおりとし、地質の状況及び他の構造

物に注意しながら適切な処置をとり、所定の深さまで掘り下げること。

(ｲ) コンクリート及びアスファルト舗装部分の掘削には、あらかじめ掘削範囲をカ

ッターで切断した後に掘削すること。

イ 現場打コンクリート工事

(ｱ) 基礎栗石工

床付面を平坦にならし、再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）を十分締め固

め、所定の厚さに仕上げること。

(ｲ) 型枠組立て（鋼製型枠）

、 、 、設計図書に示されたコンクリート部材の位置 形状 寸法に正しく一致させ

堅固で、荷重、振動等の影響によって狂いの起こらないもので、かつ、コンク

リート漏れのない構造とすること。

(ｳ) コンクリート工

ａ 規格

コンクリートの規格は高炉１８－８－４０（Ｂ.Ｂ）とすること。

ｂ 打込み

コンクリートは打ち込み中及びその直後、十分に突き固め、コンクリート

が型枠のすみずみに行き渡るようにすること。

ｃ 養生

コンクリートは打ち込み後、低湿、急激な温度変化、乾燥、荷重衝撃等の

有害な影響を受けないように十分これを養生すること。養生日数（通常７日

以上）については監督員の指示によること。

ウ 埋め戻し、路面復旧及び仕上げ

埋め戻しの際は、３０cmごとに転圧を行うこと。

(ｱ) 舗装の場合

路面は原状どおり復旧することとし、舗装路盤の下は再生クラッシャーラン

を使用し、十分締固めを行うこと。また、鋼管柱の舗装で覆われる根元部分の

仕上げにおいては、雨水等が溜まらない程度に舗装路表層を盛り上げて防水施

工をすること。

(ｲ) 土羽の場合

再生クラッシャーランを使用し、十分締固めを行うこと。また、鋼管柱の土

で覆われる根元部分の仕上げにおいては、雨水等が溜まらない程度に周囲のモ

ルタルを盛り上げて防水施工をすること。

、 。(ｳ) 埋め戻し完了後は 路面排水が埋め戻し部分へ集中しないよう配意すること

エ 残土処理

施工時に出た残土は現場に放置することなく、速やかに処分すること （速やか。
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にとは、当日の残土をその日の内に処分することをいう ）。

(2) 道路標識の設置及び撤去方法

ア 建柱

(ｱ) 鋼管柱の建柱は、設計図書のとおり施工すること。なお、これにより難い場

合は監督員等に連絡をとり、指示を受けること。

(ｲ) 鋼管柱は鉛直に建柱すること。

(ｳ) 建柱位置については、視認性がよく、交通の妨害にならず、景観に配慮し、

管理上支障のない位置に建柱すること （特に建築限界を侵さないよう注意する。

こと ）。

、 ． 、(ｴ) 路面から標識板最下端までの高さは 歩行者空間上にあっては２ ５ｍ以上

その他路肩等では１．８ｍ以上とする。

ただし、曲柱の場合は路面から柱の曲がり始めまでの高さとする。

イ 取付

(ｱ) 共架金具

ａ 仕様図面のとおり電柱、信号柱、照明柱等（以下「電柱等」という）に共

架金具を完全に取り付けること。

ｂ 取付バンドで電柱番号等を隠さないこと。

ｃ 道路内に建っている電柱等に共架する場合は、標識板が電柱等より道路中

央側に入らないように取り付けること。

(ｲ) 標識板

ａ 仕様図面のとおり、鋼管柱又は副支柱に完全に取り付けること。

ｂ 本板、補助板を正しく配列させ車両等から見やすい角度で取り付けること。

なお、標識板が車両等により損傷を受けるおそれのある場合にはスライドす

るなど、調整して取り付けること。

(ｳ) 腕支柱及び副支柱

ａ 鋼管柱に仕様図面のとおり完全に取り付けること。

ｂ 副支柱が標識板からはみ出ることがないように加工するなどして調整する

こと。

(ｴ) スライド用金具

一時停止及び横断歩道標識で車両等による損傷を避けるため、標識板をスラ

イドさせる必要がある場合は、仕様図面のとおりにスライド用金具を用いて取り

付けること。

ウ 既設標識板へ修正反射シートの貼り付け

貼付部を中性洗剤で洗浄（柔らかいスポンジ等で水洗いをし、標識板に洗浄液を

残さないこと ）し、完全に乾燥させた後、位置ずれ、歪み、しわ、ふくれ等がな。

いように貼り付けること。
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エ ラベルの貼り付け

本板裏面に下記のラベル（塩ビシート製）を貼り付けること。

注） 設置年は西暦を用いること。

設 置 者 岡山県公安委員会

設 置 年 月 年 月

設 置 業 者

製 作 業 者

オ 撤去

鋼管柱の撤去方法は、特別の指示のない限り根元から切断するものとし、撤去

跡は砂詰めのうえ、路面と平坦となるよう、モルタル等でシールをすること。

12.5cm

8cm

4cm
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第３章 路上式道路標識設置工事

１ 適用範囲

道路標識の製作及び設置は命令の定めるところによるほか、契約書及び設計図書に基

づいて製作し、設置しなければならない。

２ 種類及び様式

標識板の種類及び様式は命令に定めるとおりとし、鋼管柱、取付金具等は命令に定め

るほか、設計図書のとおりとする。

３ 材料

(1) 材質及び加工

ア 本板及び補助板

(ｱ) 基板材質は厚さ２㎜のJIS H 4000－A5052P（耐蝕アルミニウム合金板）に合

格したものとする。

(ｲ) 補強材は幅５０㎜のJIS H 4100－A6063S（耐蝕アルミニウム合金押出形材）

に合格したもので基板裏面に設計図書のとおりスポット溶接（電気溶接）で強

固に取り付けること。この場合本板の表面に「歪み 「割れ」等のできないよう」

に入念に仕上げること。

(ｳ) 標識板の寸法は、命令に規定する寸法の１．５倍とする。

ただし、特別に必要がある場合は、別途指示する。

イ 反射シート

第２章「路側式道路標識設置工事」３(1)イによること。

ウ 鋼管柱

(ｱ) 鋼管柱に使用する材料は別に定めのない場合は、次の規格に適合したものと

する。

○鋼管 JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管STK400）

柱の長さ、外径、肉厚は次のとおりとする。

柱種別（アーム出幅） 外径 厚さ

逆Ｌ型標識柱(５ｍ) φ267.4mm 6.0mm

逆Ｌ型標識柱(４ｍ) φ267.4mm 6.0mm

逆Ｌ型標識柱(３ｍ) φ267.4mm 6.0mm

Ｆ型標識柱(５ｍ) φ318.5mm 6.9mm

(ｲ) 鋼管柱は、標識板を取り付けた状態で風速５０ｍ/secまで耐え、かつ振動の

少ないものとする。ただし、特別に必要がある場合は別途指示する。

エ 取付金具等

取付金具及び取付バンドに使用する材料はJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材SS400）

に合格したものとし、加工については仕様図面のとおりとする。

オ ボルト、ナット類

ボルトナット類に使用する材料はJIS G 4315に合格したものとし、加工につい

ては仕様図面のとおりとする。
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(2) 塗装

ア 鋼管柱

鋼管柱の塗装は溶融亜鉛メッキとし、次の工程によること。

(ｱ) 鋼管柱を完全に脱脂、除錆をした後、酸洗等により十分な下地処理を行うこと。

(ｲ) メッキの種類（付着量等）はJIS H 8641－２種55によること。

種 類 記 号 付着量（ｇ／㎡） 硫酸銅試験回数

２ 種 HDZ55 550以上 ６回以上

(ｳ) メッキは鋼管柱の運搬、建柱等によってはがれないようによく密着し、外観

はメッキ面に不メッキ、やけ、たれ等がないこと。

(ｴ) 地際部には、上記工程を経た鋼管柱に構造物用さび止めペイントを仕様図面

のとおり施すこと。色相にあってはグレー色とし、指定色塗装の柱には別途色

相を指示する。

(ｵ) 鋼管柱の取り扱いは、亜鉛メッキ製品であるので、メッキ表面を損傷しない

よう運搬等取り扱いには十分注意をすること。

イ 取付金具等

取付金具等は、完全に脱脂、除錆をした後、溶融亜鉛メッキを施すこと。ただ

し、これにより難いときは事前に監督員の承認を受けること。

ウ 鋼管柱の再塗装基準

工 種 種 類 規 格 使用量 回数 塗装厚

ケレン ３種

下塗り 鉛錆止めペイント １種JISK5623～5625 １４０g/㎡ ３５μ２

中塗り 長油性フタル酸樹脂 ２種 淡彩(ｸﾞﾚｰ) １２０g/㎡ ２５μ１

上塗り 長油性フタル酸樹脂 ２種 淡彩(ｸﾞﾚｰ) １１０g/㎡ ２０μ１

注： 塗装材料の品質は、上記仕様と同等品以上とする。

ケレンについては、再度錆が出ないよう丁寧に行い、下塗り前のケレン後

写真を完成写真に貼付すること。

４ 施工

(1) 基礎工事

第２章「路側式道路標識設置工事」４(1)によること。

(2) 道路標識の設置及び撤去方法

ア 建柱

(ｱ) 鋼管柱の建柱は仕様図面のとおり施工すること。

なお、地下埋設物等により設計図書のとおり施工できない場合は、監督員等

の指示を受け施工すること。

(ｲ) 鋼管柱は、適切な計測器等を用い鉛直に建柱すること。

(ｳ) 建柱位置については、視認性がよく、交通の妨害にならず、景観に配慮し、

管理上支障のない位置に建柱すること （特に建築限界を侵さないよう注意する。

こと ）。

(ｴ) 路面から標識板最下端までの高さは５．０ｍ以上とする。
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イ 取付

(ｱ) 電柱共架用支柱

仕様図面のとおり電柱等に強固に取り付けること。

(ｲ) 標識板

ａ 仕様図面のとおり適当な角度をとり、鋼管柱に強固に取り付けること。

ｂ 歩道橋等に取り付ける場合は仕様図面のとおりとするが、これにより難い

場合は監督員等の指示を受けて取り付けること。

(ｳ) 合いマーク

ボルト部においては、ボルト、ナット、座金及びプレート部に連続したマー

キング（以下「合いマーク」という。）を施工すること。なお、合いマークの施

工にあたっては、「付属物（標識、照明施設等）点検要領 付録－７合いマーク

の施工（令和６年９月 国土交通省道路局国道・技術課）」を参考とすること。

ウ ラベルの貼り付け

(ｱ) 本板

本板裏面に下記のラベル（塩ビシート製）を貼り付けること。

注） 最下部の見やすい位置に貼ること。設置年は西暦を用いること。

設 置 者 岡山県公安委員会

設 置 年 月 年 月

設 置 業 者

製 作 業 者

(ｲ) 鋼管柱

地上から１．８ｍ程度の高さ（電柱共架用柱にあっては柱の最下部）に真ちゅう

ラベルをビスで取り付けること。

なお、規格は次のとおりとし、設置年は西暦を用いること。

12.5cm

8cm

4cm
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設 置 者 岡山県公安委員会

設置年月 年 月

設置業者

製作業者

エ 撤去

鋼管柱の撤去方法は特別の指示のない限り根元から切断するものとし、撤去跡

は砂詰めのうえ、路面と平坦となるよう、モルタル等でシールをすること。

3cm

5.2cm

8.6cm
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第４章 自発光式道路標識設置工事

１ 適用範囲

自発光式道路標識の製作及び設置は命令の定めるところによるほか、契約書及び設計

図書に基づいて入念に製作し、設置しなければならない。

２ 種類及び様式

自発光式道路標識の種類は 「一時停止（３３０－Ａ 」及び「横断歩道（４０７ 」、 ） ）

とし、様式は命令の定めるとおりとする。また、鋼管柱、取付金具等は命令に定めるほ

か、設計図書のとおりとする。

３ 自発光式道路標識の規格等

(1) 基材の性能

ア 太陽電池

太陽電池は、次表の性能を有すること。

項 目 品 質

最大出力動作電源 毎時平均負荷消費電流の２０倍

耐 久 性 ５年で初期最大出力値の９０％以上

維 持 管 理 １年に１度表面を清掃する程度で、システムが維持され
ること。

(注１) 毎時平均負荷消費電流とは、負荷の１日当たりの消費電流量（定格

消費電流×１日当たりの使用時間）に使用蓄電池の１日当たりの自己

放電量を加えた値を２４時間で除した値とする。

(注２) 出力測定は、JIS C 8914に基づくものとする。

イ 蓄電池

蓄電池は、次表の性能を有すること。

項 目 品 質

密閉型小型鉛蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池又
種 類

はニッケル水素蓄電池

日消費電流量（毎時平均負荷消費電流×２４時間）
の３５倍

初 期 容 量

耐 久 性 ５年で初期容量の５０％以上

動 作 温 度 範 囲 －２０～６０℃
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ウ 赤色発光ダイオード（ＬＥＤ 、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）又は白色発）

光ダイオード

発光体は、次表の性能を有すること。

項 目 品 質

種 類 赤(ＬＥＤ)、白（ＥＬ）又は白（ＬＥＤ）

赤色７０００mcd以上
発 光 輝 度

白色１５cd／㎡以上又は５０００mcd以上

動 作 温 度 範 囲 －３０～＋８５℃

点灯時間 日没から日の出まで一日平均１２（
時間）で算出して、半減期（光度が初期値

耐 久 性
の５０％に低下する期間）が４万３８００
時間以上（１０年以上）

外囲器に収納し、容易にリードフレームが
耐 腐 食 性

腐食しない構造とする。

(2) 構造及び規格
ア 構造
(ｱ) 反射シートは広角プリズム型反射シート又はそれと同等以上の性能を有する
もので、監督員の承認を得たものを使用すること。

(ｲ) 昼間及び夜間に、車両の前照灯を照射した場合には、命令に定める標識の様
式と同一に見えること。

イ 発光部
(ｱ) 発光色は赤又は白とし、発光部の配置は、標識板の縁線内側の直近又は外周
の直近及び文字・シンボル部に配置すること。

(ｲ) 点滅周期等については、次表によること。

項 目 内 容

点 滅 開 始 照 度 １，０００lｘ程度

点 滅 時 間 帯 夜間（日没から日の出まで）

点 滅 周 期 ６０±１０回／分

点 灯 時 間 ５０±１０回ｍｓｅｃ

点 滅 パ タ ー ン 各発光部位は、同輝度、同時点滅とする。

ウ 太陽電池

太陽電池は、南（真南±１５°以内）向きで傾斜角４５°±１５°に取り付ける

こと。ただし、集光効果のある外囲器に封入した場合、又は２年以上の自発光式道

路標識用太陽電池として設置実績がある場合はその限りでない。
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エ 蓄電池及び電線

(ｱ) アルミニウム等で全体を標識と一体化させるか、標識の裏にボックスやアル

ミ管によって強固に取り付けること。

(ｲ) 蓄電池は、容易に交換できる構造とすること。

(ｳ) 電線は、屋外での長期間の使用に耐え得る性能を保持すること。

(3) 機能

ア 視認性

車両の前照灯の照射光線の主光軸が、本板に到達する以前に自発光の点滅が視

認できること。

イ 安全性

自発光式道路標識には、十分な強度を有する材料を使用すること。また、自動車

の衝突時等における安全性の確保のために、標識板に過度の突起物があったり、部

品が飛散しない構造であること。

ウ 仕様

自発光式道路標識の特性を生かすため、請負者は第１章「共通事項」第５項に

規定する承認図を提出すること。

４ 施工

第２章「路側式道路標識設置工事」４及び第３章「路上式道路標識設置工事」４によ

ること。

５ 保証

施工した自発光式道路標識の性能が、前記３の規定に適合しなくなった場合は、請負

者において補修等の措置を取ること。
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第５章 照明灯付横断歩道標識設置工事

１ 適用範囲

本標準仕様は、夜間時に横断歩道路面及び横断歩行者を照らす機能を有す照明灯付横

断歩道標識（以下 「本装置」という ）に適用する。、 。

２ 設計条件

本仕様に適用される仕様書及び規格等は、下記のとおりとする。

ア 「道路標識ハンドブック （社団法人全国道路標識・標示業協会）」

イ 「日本産業規格（ＪＩＳ 」）

ウ 「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書 （警交仕規第1001号）」

ただし、照明器具（蛍光ランプ等）の温湿度条件は、ＪＩＳに従う。

また、機械的条件の「振動 「衝撃」及び表示の「警察記章」を除く。」、

３ 構成及び構造

(1) 構成

本装置の構成を下図に示す。

図 構成図

商用交流電源入力 内 照 部 標示板

安全ブレーカー

端 制 御 部

自動点滅器経由 子

付加機能接続 板

照 明 部

(2) 構成品

本装置の構成品一覧を下表に示す。

表 照明灯付横断歩道標識構成品一覧

区分 品 目 数量 備 考

標識灯 筐体部 １式 本体及びフタは、錆止め加工を施した耐久性のある金属

板又はこれと同程度の強度をもつ硬質合成樹脂等を使用

し、堅固で耐候性が十分であること。

内照部 １式 夜間時における標識面の視認性を向上させるために標識

灯内部から標識面を照らせる構造であること。

横断歩道面及び横断歩行者を十分な光度で照明できること。照明部 １式

制御部 １式 感応機能等を指定できること。

標示板 ２式 耐候性があり、容易に破損しない合成樹脂板またはこれ

と同等以上の性能の材料を使用し、内照部の照明がなく

ても図柄認識のため十分に反射できること。

図柄色彩の基準は、道路標識ハンドブックによる。

付属品 支持腕 １式 十分な強度、耐候性があること。

自動点滅器 １式

ブレーカー １式

(3) 構造
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ア 外観構造

標識灯の外形寸法は、大型標識（平常の１．５倍の寸法）を標準とする。

イ 質量

標識灯：４５ｋｇ以下

ウ 塗装色

標識灯の筐体等の内外面とも錆止め処理後、次の色の塗装を行うこと。

本体：マンセルＮ９．３（白色）つや有り

フタ：マンセル7.5PB2.5/7.5（青色）つや有り

４ 機能・性能

(1) 基本機能・性能

ア 両面表示形とし、夜間に下部に設ける照明部を点灯させ、横断歩道面及び横断

歩行者を十分に照らすことのできること。

イ 夜間晴天の点灯時に、約１５０ｍの距離から健常眼により視認できる表面照度

があり、昼間晴天の消灯時においても約１５０ｍの距離から視認できること。

ウ 停電などによる内照部の不点灯時においても十分な視認性を確保できること。

エ 自動点滅器経由の商用交流電源入力により、内照部及び照明部を点灯・消灯で

きること。

(2) 付加機能

歩行者センサ等を接続し、夜間の場合、センサ条件により照明部を一定時間点灯

できること。

５ 環境条件

(1) 入力電源

本装置は、ＡＣ１００Ｖ装置とする。

(2) 消費電力

照明部の電力を除き、ＡＣ１００Ｖにおいて２００ＶＡ以下とする。
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第６章 道路標識管理番号票等

１ 道路標識管理番号票

(1) 仕様

ア 道路標識管理番号票（以下「番号票」という。）に使用するシートは、透明フィル

ム内にガラスビーズを埋め込んだ再帰性反射効果のあるシート（いわゆる、封入レ

ンズ型反射シート）を使用する。

イ シートは黄色の地に黒色の文字で、反射性能を損なうことなく、シートの保証期

間中に退色しないインクを使用して印刷する。

ウ 番号票に記載する管理番号は、シート中央にはっきりと識別できる大きさで印刷

する。

エ シートは手作業で簡単に貼り付けることができ、かつ保証期間中に自然にはく離

しないものであること。

オ 番号票の規格は下記のとおりとし、管理番号は監督員の指示するものとする。

(2) 規格

標識管理番号票 1.5cm

２６－１

１２３４

(3) 管理番号

管理番号は、「（西暦（年度）の下２桁）－（警察署コード）－（一連番号）」か

らなる。警察署コードは下記による。

警察署名 コード 警察署名 コード 警察署名 コード

岡山中央 １ 玉 野 ９ 高 梁 １７

岡山東 ２ 児 島 １０ 新 見 １８

岡山西 ３ 倉 敷 １１ 真 庭 １９

岡山南 ４ 水 島 １２ 津 山 ２０

岡山北 ５ 玉 島 １３ 美 作 ２１

赤 磐 ６ 笠 岡 １４ 美 咲 ２２

備 前 ７ 井 原 １５

瀬戸内 ８ 総 社 １６ 高 速 ２４

6cm

6cm
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２ 連絡票

(1) 仕様

ア 連絡票に使用するシートは 無反射塩ビシートにオーバーラミネートしたシート、

を使用すること。

イ シートは白色の地に黒色の文字で シートの保証期間中に退色しないインクを使、

用して印刷する。

ウ シートは手作業で簡単に貼り付けることができ かつ保証期間中に自然にはく離、

しないものであること。

(2) 規格

標識が見えにくい、標識が

壊れているなどの不具合が

ある場合や交通規制の意見

要望がある場合は連絡くだ

さい。 岡山県警察本部 交通規制課

０８６－２３４－０１１０

３ 設置場所及び方法

(1) 番号票及び連絡票は、標識設置場所ごとに設置するもので、路上標識柱、路側標識

柱には直接 その他の柱 信号柱 電柱 道路照明柱 案内標識柱等 には取付金具、 （ 、 、 、 ）

により、それぞれ取り付ける。

(2) 番号票及び連絡票は、地面から１．５ｍ～２．０ｍの高さで、歩行者から見やすい

（番号票を見るのに危険を伴わない）方向に取り付ける。

(3) 番号票及び連絡票で柱にある既存の表示を隠すことがないようにする。

(4) ベルトの先端が蓋部分から出ないよう、取付金具（ステンレスバンド）の取り付け

処理は確実に行うこと。

9cm

6cm
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(5) 取付金具の規格は下記による。

ア 規格

(ｱ) アルミ板

t＝0.25mm

四方は角を丸加工

中央から左・右・下に向けて目安線加工

1.5cm

1.5cm

4.0cm

4.0cm

1.5cm

1.5cm

0.8cm 0.8cm

0.6cm 0.6cm6.6cm 6.6cm

(ｲ) ステンレスバンド ２本

Ｗ１０mm × φ５０m～φ４５０mm

14cm

16cm
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(6) 管理番号票等貼付位置（歪みなく貼付すること）

ア 建柱の場合

イ 共架の場合

連絡票

標識管理番号票

標識管理番号票

連絡票
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８ 施工社印の押印

各標示には、指定した箇所へ施工社印を押印すること。

（例）２０２６年８月施工

９９ ａ ａ： 請負者ごとにあらかじめ定められた番号

ｂ： 施工年（西暦下１桁）

ｂ ６ ８ ｃ ｃ： 施工月

直径 １０１.６ｍｍ

９ 工事報告

(1) 進捗状況の報告

請負者は、工事の着手、完了及び発注者から求められた時点の進捗状況を監督員等

に報告するものとする。

(2) 施工体制台帳等の提出

下請契約を締結する場合は、下請金額に関わらず、施工体制台帳等を監督員に提出

すること。

10 設計図書の変更等

(1) 設計図書の変更とは、入札時の設計書及び設計図書を、発注者が請負者に対して行

った工事の変更指示に基づき修正することをいう。

(2) 請負者は、設計図書の照査結果を図面の対比図等監督員が確認できる資料として整

理し、監督員が指示する期日までに提出しなければならない。

11 安全訓練

(1) 請負者は、現場における安全訓練として、労働安全衛生法に基づく日々の安全教育

を実施すること。

(2) 請負者は、全ての作業員を対象に毎月１回、半日以上の頻度で工事現場に即した安

全訓練を実施すること。

(3) 安全訓練の実施時期については、実施工程表に記載すること。



























（一般図）

 

②　路側帯(車道外側線）の場合

歩道

　　　○　停止線は、路側帯（車道外側線）の中まで施工する。

　　　中央線と停止線の間は原則として３ｃｍ、車道外側線の間は原則として５ｃｍ程度の間隔をあける。

5

　　　横断歩道と自転車横断帯の側線との間には、５ｃｍの間隔をあける。

　　　○　自転車横断帯は路側帯（車道外側線）までとする。

　　　横断歩道と自転車横断帯の幅員内には車道外側線は設置しない。この場合、車道外側線は横断
　 歩道・自転車横断帯の５cm手前でカットする。中央線、車線境界線についても同様とする。

　　　○　横断歩道縞、自転車横断帯は歩車道境界ブロックまで表示する。
　　　○　停止線は、車道外側線の外の表示できる位置まで施工する。

路側帯

横断歩道・自転車横断帯

150300～500

　　　横断歩道は、なるべく車道に直角に設置する。主従の明確な道路が交わる交差点において
　 横断歩道が車線に直交しない場合も、標示は交差する車両動線に並行とする。
　　  横断歩道の縞数が奇数の場合は中央線上に縞を施工し、偶数の場合は中央線を挟むように
　 縞を施工すること。

【横断歩道の割りふり】

300～500

　　　横断歩道と停止線の間は、原則３００cm～５００ｃｍとするが、監督員から指示があった場合は、
　 この限りではない。

555

3

【施工上の注意点】

①　歩道がある場合
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施工社印押印位置図
規格

下記の規格により施工業者、施工年、施工月を明示する押印を行う。

（例）2026年８月施工

施工業者名

施工月

施工年
太さ３㎜

施工業者名は、あらかじめ定められた業者固有の番号である。

施工年は西暦下１桁を、施工月は現地に施工した月を表す。

押印箇所（図中 印）

停止線は、左手前の位置

横断歩道は路端縞の右端手前の位置（２箇所）

自転車横断帯は右端手前の位置（２箇所）

予告はそれぞれの横断歩道寄り外側の位置

横断歩道縞の部分補修は最も道路端の位置

※舗装状況等により押印箇所は変更すること。

はみ出し禁止線

設計書における起終点の位置

２km以上連続する場合は、１km毎に標識の近傍位置

交差点により20m以上途切れる場合は、その両側の位置

図示の押印箇所（図中 印）

下記に記した以外の文字(｢バス停｣等)は、最初の文字の中で15㎝以上の巾がある位置

6

99

8

40

101.6㎜

20m以上

20m以上の交差点の場合に押印
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第１章

写真管理基準

（適用範囲）

１ この写真管理基準は、標識・標示設置工事の工事写真に適用する。

なお、写真撮影はデジタルカメラによるものとする。

（工事写真の分類）

２ 工事写真は次のように分類する。

工事写真 着 手 前 写 真 基礎工

完 成 写 真 標 識 板設置

施工状況写真 撤 去

安全管理写真

使用材料写真 標 示 塗 装

そ の 他 抹 消

（工事写真の撮影基準）

３ 工事写真の撮影は以下の要領で行う。

(1) 撮影頻度等

工事写真の撮影項目、時期、頻度は別表「撮影箇所一覧表」に示すものとする。

(2) 撮影方法

写真撮影に当たっては、設計書と対比ができるよう第２章「工事管理写真小黒板 記入要領」に則した

様式で記載した小黒板を被写体と共に写し込むものとする。

小黒板の判読が困難な場合は、必要事項を写真に添付して整理する。

写真は、必ず横を長辺として撮影する。

標識写真にあっては、施工対象ではない既設の標識も含めて標識の全景を撮影するものとし、標識板

を複数方向に設置しているときは、全ての方向から撮影するものとする。（裏面が塗装されている標識板

（美装板）にあっては、裏面も撮影する。）

その他、監督員の指示に従って撮影する。

∧

参

考

∨

（工事写真の提出）

４ 工事写真は、全施工箇所を「工事写真帳」にして工事完成時に１部提出する。また、「工事完成写真帳」と

して代表的な完成後の写真を別途１部提出するものとする。

（工事写真帳の大きさ）

５ 工事写真帳のサイズは、Ａ４判とする。（アルバム台紙は使用しない。）
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（写真の色彩、大きさ）

６ 工事写真帳として提出する写真はカラープリントし、写真サイズは、監督員が特別指示した場合を除き、

サービスサイズ相当（縦83×横117mm程度）とする。

（工事写真の整理方法）

７ 工事写真の整理方法は、次によるものとする。

(1) 着手前と完成後の写真は見開きで対比できることとし、設計書（道路標識は「工事場所表」、道路標示は

「地点標示調書」） の順に並べる。

なお、写真帳は写真の余白部分に着手前の管理番号（標識及び標示）と完成後の管理番号 （標識及び

標示）を記載し、また、用紙下部にページ数を付番すること。

(2) 着手前及び完成、安全管理、使用材料、施工状況写真等はそれぞれ分類して整理する。

(3) 写真は標識・標示の各工事種別ごとに分類して整理する。

(4) 原本は、請負者がしゅん工の翌年度から５年間整理保管し、必要時に提出できるようにしておくこと。

（電子媒体等により提出する写真）

８ 電子媒体等により提出する写真は、次によるものとする

(1) 完成写真は、電子媒体でも提出するものとし、撮影年月日を必ず付して、その情報等については、第３

章「デジタル写真管理情報基準」によるものとする。

(2) 共架施工の標識については、着手前写真及び完成写真とは別に、施工前の状況（被共架物の全景、現

状の標識、電柱番号等）及び施工後の状況（被共架物の全景、共架標識、電柱番号等）の写真を提出す

るものとする。

施工後の状況には、共架標識を撤去した場合を含み、被共架物の全景とは、電柱であれば電柱の根

元から先端までとする。

なお、撮影後速やかに電子メールで提出するものとする。

（留意事項等）

９ 撮影箇所一覧表（別表）の適用について、次の事項に留意するものとする。

(1) 撮影項目、撮影時期、撮影頻度は標準を示したものであるから、工事内容により不適切な場合は、必要

に応じて監督員の指示により追加、削除するものとする。

(2) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。

(3) 撮影箇所が分かりにくい場合には、写真と同時に見取り図等を添付する。

(4) 提出時には、ウイルスチェックを必ず行い、ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義作成月日及びウイルス

チェック実施日を記載して提出するものとする。
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第２章

工事管理写真小黒板 記入要領

１ 黒板の様式（縦横の寸法については、一般的な工事黒板のサイズとする）

２ 記入内容 内訳

① 工事種別区分

① 工事種別区分をコードで記入

② 工事番号を数字で記入

③ 指定された管理番号を記入

④ 場所等を日本語で記入 ⑤ 工種区分

⑤ 工種区分を略称で記入

⑥ 撮影時期を記入

⑦ 会社名を記入

記入例

（１）標識工事 （２）標示工事

標識補修工事 ３号 標示補修工事 １２号

岡山西署 管内 岡山東署 管内

管理番号 26-3-123 管理番号 02-100-1

Ｅ型基礎の施工後 自転車マークの施工中

の写真を撮影する場合 の写真を撮影する場合

工事名 ①－②

場所
③

（　　④　　）

種別
⑤

⑥

施工者 ⑦

コード 内容

Ａ 標識標示修繕

Ｂ 標識補修

Ｃ 標示補修

工種区分 略語

横断歩道 横断

自転車横断帯 横断帯

自転車マーク マーク

予告 予告

停止線 停止線

Ｌ線 Ｌ線

止まれ 止まれ

図示 図示

はみ禁 はみ禁

工事名 Ｂ－３

場所
26-3-123

種別
Ｅ型基礎

施工後

施工者 ○○工業(株)

工事名 Ｃ－12

場所
02-100-1

(路線名　東詰)

種別
マーク

施工中

施工者 (株)○○産業
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第３章

デジタル写真管理情報基準

（適用）

１ デジタル写真管理情報基準は、工事写真の原本を電子媒体で提出する場合の属性情報等の標準仕

様を定めるものである。

（フォルダ構成）

２ フォルダ構成は以下によるものとする。

(1) 標識工事の場合

① (工事番号)フォルダ（②を格納）「標識・標示第○号」

② フォルダ(③を格納)「標識」

③ (県下22警察署中の該当警察署)フォルダ(④を格納)「○○警察署」

④ フォルダ(⑤を格納)「路線名」

⑤ フォルダ(⑥を格納) ※yyyymmdd形式「工期末日付」

⑥ フォルダ(⑦を格納)「新規管理番号」

⑦ 写真データ ※1枚でも⑥フォルダを作成する

(2) 標示工事の場合

① (工事番号)フォルダ（②を格納）「標識・標示第○号」

② フォルダ(③、③'を格納)「標示」

③ フォルダ（④を格納）「施工前」

④ (県下22警察署中の該当警察署)フォルダ(⑤を格納)「○○警察署」

⑤ フォルダ(⑥を格納)「路線名」

⑥写真データ

③' フォルダ（④'を格納）「完成」

④' フォルダ(⑤'を格納)「○○警察署」

⑤' フォルダ(⑥'を格納)「路線名」

⑥' フォルダ(⑦'を格納) ※yyyymmdd形式「工期末日付」

⑦' フォルダ(⑧'を格納)「標示管理番号」

⑧'写真データ ※1枚でも⑦'フォルダを作成する

（データ仕様）

３ 工事写真データの仕様は以下によるものとする。

記録形式はJPEGとし、非圧縮で300Kb程度のサイズとする。

データ名称は、管理番号とし、半角文字とする。

１つの管理番号に対する工事写真が複数枚ある場合は、２枚目以降のファイル名に枝番号を付け

て整理する。

（電子媒体）

４ 電子媒体は、 を原則とし、これ以外の電子媒体の場合については、監督員の承諾を得USBメモリー

るものとする。なお、電子媒体についてはデータ取込後返却する。

（撮影機材）

５ 写真を撮影するデジタルカメラは、工事写真として必要な工事概要等の文字の判読ができる機能、

精度を確保できる機材を使用すること。
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（ファイル名）

６ 工事写真データのファイル名は以下によるものとする。

(1) 標識工事写真のデータ名

ア 工事で指定する標識管理番号をデータ名称とし、半角文字とする。

例） ２６－１－１２３

個別に指定する番号

警察署番号（後記ウを参照）

年度（西暦）を表す番号

イ 同一の標識管理番号に複数枚の写真データがある場合は、２枚目以降に枝番号を付してデー

タ名とする。

例） ２６－１－１２３ … １枚目

２６－１－１２３－１ … ２枚目

２６－１－１２３－２ … ３枚目

ウ 警察署番号

１ 岡山中央 ２ 岡山東 ３ 岡山西 ４ 岡山南 ５ 岡山北 ６ 赤磐

７ 備前 ８ 瀬戸内 ９ 玉野 １０ 児島 １１ 倉敷 １２ 水島

１３ 玉島 １４ 笠岡 １５ 井原 １６ 総社 １７ 高梁 １８ 新見

１９ 真庭 ２０ 津山 ２１ 美作 ２２ 美咲

(2) 標示工事写真のデータ名

ア 工事で指定する標示管理番号をデータ名称とし、半角文字とする。

標示工事では施工前後で管理番号の変更はない。

例） ０１－１００－１

工事箇所ごとの整理番号

工事箇所を表す番号

警察署番号（上記６(1)ウを参照。

一桁の場合は「０」を追加して二桁とすること）

イ 同一の標示管理番号に複数枚の写真データがある場合は、２枚目以降に枝番号を付してデータ

名とする。

例） ０１－１００－１ … １枚目

０１－１００－１－１ … ２枚目

０１－１０１－１ … １枚目

０１－１０１－１－１ … ２枚目
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（別表）

撮影箇所一覧表

区分 種 別 撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度

（ﾘｻｲｸﾙｽﾃｯｶｰ、建設業共通 安全管理写真 工事看板、各種標識 設置後 各種類ごとに１回

許可証、建退共、労災保険票等が見えるように）類の設置状況

各種保安施設の 設置後 各種類ごとに１回

設置状況

交通整理の状況 作業中 施工日ごとに１回（１０回を上限とする）

夜間工事については毎施工日

安全訓練等の 実施中 実施ごとに１回

実施状況

標識 着手前写真 全景 着手前 全数

（共架標識の場合）

全景、現状の標識、

電柱番号等

完成写真 全景 完成後 着手前と同一箇所

（共架標識の場合） 電子媒体により全数を提出

全景、共架標識、 （標識板設置方向の全方向から撮影）

電柱番号 （自発光、バッテリー交換等の場合は

※撤去を含む 夜間の写真も添付）

使用材料写真 形状寸法 検収時 各品目、型式ごとに１回

検査実施状況 検査時 検査時に１回(５～６枚程度)

施工状況 基礎工 施工前後 基礎型式ごと５基に１回程度基礎砕石（幅、厚）、

写真 ○削孔は底面の状況及び出来形基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ（径、高）、

○建柱は鉛直ﾚﾍﾞﾙ及び砂詰状況生ｺﾝ打設、締固め、

の写真も撮影すること養生、削孔（径、深）、

電子媒体により全数を提出埋戻し、舗装、建柱等

板設置 施工状況 作業中 標識板種別ごとに１回

撤 去 施工状況 作業中 １０箇所に１回程度

基礎撤去については全数

廃 材 施行状況 作業中 各種類ごとに１回

処 理 処理施設への搬入状況が分かること（積込、運搬、搬入等）

標示 着手前写真 全景 着手前 新設は全数

補修は標示管理番号ごとに１枚以上

電子媒体により全数を提出

完成写真 全景 完成後 着手前と同一箇所

電子媒体により全数を提出

使用材料写真 材料使用量 施工後 全数（空袋による）

施工状況 塗 装 作図、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、塗装 作業中 施工日ごとに１回（１０回を上限とする）

写真 夜間工事については毎施工日

抹 消 施工状況 作業中 標示種別ごとに１回















総社

 数量  単位 P1～P5 P6～P10 P11～P15

1 基 1

1 組 1

　 5　4 枚 2 1 2   1

19 枚 8 9 2
1 枚 1

1 枚 1

4 枚 2 2

1 枚 1

   0   2 枚      0   1      0   1

2 枚 1 1
5 枚 2 3

1 枚 1
1 枚 1

1 枚 1

1 枚 1

1 枚 1

20 本 11 9

20 本 11 9

2 枚 1 1
   3   2 枚    　3   2

31 組 15 13 3
14 本 9 5

   3   2 本 2 1
20 本 11 9

7 本 1 4 2
3 本 2 1

3 本 2 1
1 本 1

4 式 2 2

2 基 2

4 基 3 1

14 基 3 8 3
1 本 1

1 枚 1

1 枚 1

1 枚 1

3 枚 2 1

1 個 1

1 枚 1

1 基 1

1 基 1

【作成上の注意点】

◯　工事発注時の部材集計表をベースに変更箇所を赤字で訂正すること。

◯　新規変更（追加）項目は赤字で下部に記載すること。（路上、路側の順に記載すること。）

◯　工事発注時の数量と変更後の数量が分かるよう記載すること。

◯　赤字修正した工事場所表を添付すること。

標識板止金具(両面用)/φ76.3

撤去/標識板撤去

特殊鋼管柱(地際樹脂塗装)/3.5m 曲柱アンカー

路側標識基礎/A型

◯　監督員が必要により指示したとき及び設計変更に伴う数量が確定次第、部材集計表及び工事場所表を速やかに監督員へ提出
　すること。

補助板/507-C型

複合/鋼管柱(地際樹脂塗装)/3.5m 曲柱埋込

複合/鋼管柱(地際樹脂塗装)/4.5m 直柱埋込

複合/鋼管柱(地際樹脂塗装)/4.5m 曲柱埋込

複合/鋼管柱(地際樹脂塗装)/5.2m 曲柱埋込

複合/特殊鋼管柱(地際樹脂塗装)/4.5m 直柱ｱﾝｶｰ

複合/路側標識基礎/G型曲柱(削孔) φ150×500

複合/路側標識基礎/H型直柱(削孔) φ150×500

複合/副支柱/L45㎝
本板/標準板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/〇型/アルミ/転回禁止

(縮小板)蛍光プリズム/▽型/美装

プリズム/2-2型(自転を除く)

複合/鋼管柱(地際樹脂塗装)/3.5m 直柱埋込

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/3型 320×600(最大積載量４ｔ,以上の貨物)

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/3-2型 220×400(2輪を除く,ここから)

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/3-2型 220×400(2輪を除く,ここまで)

新規/標識管理番号票/60×60　封入ﾚﾝｽﾞ

新規/連絡票/90×60 無反射塩ﾋﾞｼｰﾄ

新規/腕支柱/ｱﾙﾐ製 L=700 Φ60.5～76.3

労務/建柱(ﾍﾞｰｽ式)/ﾍﾞｰｽ式路側柱の建込

労務/取付/標識板取付

労務/取付/補助板取付

労務/取付/共架金具・取付金具・腕支柱等

撤去/撤去/鋼管柱の撤去

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/3型 320×600(2輪を除く,7-8.30)

労務/取付/路上板取付（1枚目）

新規/本板/標準板/蛍光ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/▽型/アルミ

新規/本板/標準板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/〇型/アルミ/311直左

新規/本板/標準板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/〇型/アルミ/305+306

新規/本板/標準板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/〇型/アルミ/速度50

新規/本板/標準板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/横歩型/アルミ

新規/予告板(縮小板)/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/600×400/アルミ

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/2型 220×600(自転車を除く)

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/2型 220×600(ここから)

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/2-2型 150×400(2輪を除く)

新規/補助板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/3型 320×600(2輪を除く,7-20)

撤去/撤去路上柱

部材集計表（記載例）

部材集計表（標識全体）：○-○○ 作成担当責任者氏名　○○　○○

倉敷

部材名称
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工事場所表（記載例） 4/15（完成日）

0 　1

1

0 　1

1

1

3   1

取付/腕支柱

H型基礎

複合/路側標識基礎/G型曲柱(削孔) φ150×500

複合/鋼管柱(地際樹脂塗装)/3.5m 曲柱埋込

撤去/撤去/鋼管柱の撤去

1

鋼管柱（地際樹脂塗装）/4.5 直柱

1

新規/本板/標準板/ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/横歩型/アルミ

標準板/プリズム/○型/指定方向直

標準板/蛍光ﾌﾟﾘｽﾞﾑ/▽型

新規/標識管理番号票/60×60　封入ﾚﾝｽﾞ

新規/連絡票/90×60 無反射塩ﾋﾞｼｰﾄ

1

1

1

腕支柱/φ76.3

副支柱/45㎝/美装

労務/取付/標識板取付

数量

1

1

規格

1

共架物件

整理番号

座標

特記事項

設置（撤去）場所

○○市○○町１１１

目標物 路線名

○○交差点 ブロック○○

標識管理番号

11-16-9006221600004

標識・標示補修工事第○号

26-11-5000（新管理番号）

工事メモ

特定1 ○○警察署

発注部材

工事前イメージ図 工事後イメージ図

→

地図

HG
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No.1

番号 仕様 数量
実延長
(m)

施工延長(m)
換算長
(m)

材料延長(m)

4 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色 85 2777.80　2730.90 2777.8　　2730.9

5 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色 80 16.51 1320.80 19.80 1,584.00

8 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色 10 16.80 16.80

7 溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色 6 17.70　　 16.80 17.70　　　 16.80

3 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 32 　34 939.50 1051.80 939.50    1051.80

9 溶融式　1日　20箇所以上 75　 71 1.53 114.75　108.63 114.75　　　108.63

4 溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色 182　178 688.00　682.00 688.00　　　682.00

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 60　 63 18.64 1118.40　1174.32 22.30 1338.00　　1404.90

1 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色 5　　 1 82.60　 　31.4 82.60　 　　31.4

2 溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色 1 1817.50　1800.00 1817.50　　1800.00

10 幅15cm換算 25.47　　18.29 25.47　　　18.29

10 幅15cm換算 1 1.53 1.53

10 幅15cm換算 2 17.10　　16.20 17.10　　　16.20

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 17 6.66 113.22 7.90 134.30

6 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 黄色 3 16.13 48.39 19.30 57.90

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 3　 　1 0.47 1.41　　　0.47 0.50 1.50 　　　　0.5

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 1 9.12 9.12 10.90 10.90

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 2 10.80 21.60 12.90 25.80

6 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 黄色 2 18.80 37.60 22.50 45.00

6 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 黄色 1 18.49 18.49 22.10 22.10

6 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 黄色 5 19.34 96.70 23.20 116.00

6 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 黄色 6 19.80 118.80 23.70 142.20

6 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 黄色 8 18.57 148.56 22.20 177.60

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 3 9.70 29.10 11.60 34.80

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 1 5.65 5.65 6.70 6.70

5 溶融式 厚1.5mm 幅15㎝換算 白色 1 9.65 9.65 11.50 11.50

11 ウォータージェット 10.00 10.00

10 幅15cm換算 1 12.90 12.90

延長(m)合計 9619.14  9582.42 10229.95　10195.55

◯ 工事発注時の総括表をベースに変更箇所を赤字で訂正すること。

図示　止まれ/止まれ

道路標示補修工事総括表（記載例）

道路標示補修工事総括表：○-○○

作成担当責任者氏名　　○　○　○　○

品名

ゼブラ（横断線）/横断歩道

横断歩道 予告マーク/予告

グリーン標示（45㎝）

グリーン標示（30㎝）

ゼブラ（横断線）/自転車横断帯

自転車マーク/自転車マーク

ゼブラ（横断線）/停止線

図示 速度20/図示

実線/車両通行帯

実線/はみだし禁止

(抹消)抹消

(抹消)抹消/自転車マーク

(抹消)抹消/停止線

図示 右(左)矢印/図示

図示 右（左）折禁止/図示

図示 停止位置ﾏｰｸφ30㎝/図示

図示 時間9-7/図示

図示 バスを除く/図示

図示 停止禁止/図示

【作成上の注意点】

図示 速度30/図示

図示 速度40/図示

図示 速度50/図示

図示　止まれ（縮小）/止まれ

図示　止/止まれ

図示 右左折矢印/図示

(抹消)抹消

(抹消)抹消/自転車横断帯

※　溶融式の文字・数字・記号については、重複施工する部分を平均20％と見込み、これを施工実施長に加えた値を材料の使用量として単価を

　算出するものとする。

◯ 新規変更（追加）項目は赤字で、下部に追加で記載すること。

◯ 工事発注時の数量と変更後の数量が分かるよう記載すること。

◯ 換算表及び図示等の施工延長が変わる標示のレイアウトについては、現地調査が完了したとき、監督員が必要により指示したとき

  及び設計変更に伴う数量が確定次第、速やかに監督員へ提出すること。

◯ 地点標示調書を添付すること。
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No.2

番号
数
量

材料延長(m)
単
位

備考

1 82.60　　31.40 ｍ

2 1817.50　1800.00 ｍ

3 939.50　1051.80 ｍ

4 3465.80　3412.90 ｍ

5 3147.50　3160.40 ｍ

6 560.80 ｍ

7 17.70　　16.80 ｍ

8 16.80 ｍ

9 75　71 114.75 　108.63 ｍ

10 57.00　　36.02 ｍ

11 10.00 ｍ

10229.95　10195.55

◯ 工事発注時の総括表をベースに変更箇所を赤字で訂正すること。

自転車ﾏｰｸ/溶融式　1日　20箇所以上

工事設計ｍ換算表（記載例）

工事設計ｍ換算表：○-○○

部材名称

実線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色

実線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色

ゼブラ（横断線）/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色

ゼブラ（横断線）/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色

矢印・文字/溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色

矢印・文字/溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 黄色

グリーン標示/溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色

グリーン標示/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色

◯ 工事発注時の数量と変更後の数量が分かるよう記載すること。

◯ 換算表及び図示等の施工延長が変わる標示のレイアウトについては、現地調査が完了したとき、監督員が必要により指示したとき及び

  設計変更に伴う数量が確定次第、速やかに監督員へ提出すること。

◯ 地点標示調書を添付すること。

抹消/幅15cm換算

抹消/ウォータージェット

延長(m)合計

※　ｍ換算表の番号に示す仕様と総括表の同一番号に示す仕様が、それぞれ対応するものとする。

【作成上の注意点】

◯ 新規変更（追加）項目は赤字で、下部に追加で記載すること。
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